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【手続補正書】
【提出日】平成28年7月22日(2016.7.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯電話のタッチパネルに入力を行う入力用接触ペン部と、携帯電話と近距離無線通信
を行う通信部と、前記通信部が受信する音声信号を出力する音声出力部と、前記通信部か
ら送信される音声信号を入力する音声入力部とを有することを特徴とする送受話器。
【請求項２】
　前記音声出力部は軟骨伝導部であることを特徴とする請求項１記載の送受話器。
【請求項３】
　扁平形状を有し、通話先の文字表示が可能な表示部が前記扁平形状の扁平面に設けられ
ることを特徴とする請求項１または２記載の送受話器。
【請求項４】
　通話先記憶部を有し、前記入力用接触ペン部の接触による選択により、前記近距離無線
通信部を通じて携帯電話から通話先データを受信して前記記憶部に記憶することを特徴と
する請求項１から３のいずれかに記載の送受話器。
【請求項５】
　携帯電話のタッチパネルが省電力状態であるとき前記音声出力部および前記音声入力部
が能動状態となることを特徴とする請求項１から４のいずれかに記載の送受話器。
【請求項６】
　携帯電話のタッチパネルが入力可能状態であるとき前記音声出力部および前記音声入力
部を不使用とすることを特徴とする請求項５記載の送受話器。
【請求項７】
　携帯電話がテレビ電話状態であるとき前記音声出力部および前記音声入力部が能動状態
となることを特徴とする請求項１から７のいずれかに記載の送受話器。
【請求項８】
　ペン部と、携帯電話と近距離無線通信を行う通信部と、前記通信部が受信する音声信号
を出力する軟骨伝導音声出力部と、前記通信部から送信される音声信号を入力する音声入
力部とを有し、扁平形状であって通話先の文字表示が可能な表示部を前記扁平形状の扁平
面に設けたことを特徴とする送受話器。
【請求項９】
　ペン部と、携帯電話と近距離無線通信を行う通信部と、前記通信部が受信する音声信号
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を出力する軟骨伝導音声出力部と、前記通信部から送信される音声信号を入力する音声入
力部と、通話先記憶部を有し、前記近距離無線通信部を通じて携帯電話から通話先データ
を受信して前記記憶部に記憶することを特徴とする送受話器。
【請求項１０】
　ペン部と、携帯電話と近距離無線通信を行う通信部と、前記通信部が受信する音声信号
を出力する軟骨伝導音声出力部と、前記通信部から送信される音声信号を入力する音声入
力部と、タッチパネルとを有し、前記タッチパネルが省電力状態であるとき前記音声出力
部および前記音声入力部が能動状態となることを特徴とする送受話器。
【請求項１１】
　ペン部と、携帯電話と近距離無線通信を行う通信部と、前記通信部が受信する音声信号
を出力する軟骨伝導音声出力部と、前記通信部から送信される音声信号を入力する音声入
力部とを有し、前記携帯電話がテレビ電話状態であるとき前記音声出力部および前記音声
入力部が能動状態となることを特徴とする送受話器。
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